
 
平成 24 年 10 月 29 日 

各  位 
会社名  株式会社フジクラ      
代表社名 取締役社長 長 浜 洋 一 

（コード番号 5803  東証・大証第 1 部） 
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特別損失の発生に関するお知らせ 

 
当社は、平成 22 年 5 月 21 日に行政処分を受けた独占禁止法違反に関連して、当該違反

に伴う取引先への損害賠償額について、以下のとおり平成 25 年 3 月期第 2 四半期連結累計

期間において特別損失として計上することとしましたのでお知らせします。 
なお、本件は、本日開催の当社取締役会で決定しています。 
 
１．経緯 
  当社は、平成 22 年 5 月 21 日に公正取引委員会から光ファイバケーブル等の取引に関

して独占禁止法に係る行政処分を受けましたが、これに伴い、当該取引の相手方である

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社との間で、当社の当該法令違反に

起因する両社の損害の賠償につき今般以下の内容で合意に至ったものです。 
 

① 賠償額 
金 1,792,469,891 円 

    内訳 東日本電信電話株式会社 金 1,275,898,722 円 
       西日本電信電話株式会社 金  516,571,169 円 

② 支払い時期 
  平成 24 年 12 月中旬までに支払う 

 
２．特別損失の計上 
   平成 25 年 3 月期第 2 四半期連結累計期間において、上記の賠償額と同額の

1,792,469,891 円を特別損失として計上しました。 
 
３．業績への影響等 
   上記の特別損失計上による、業績への影響等につきましては、本日公表いたしまし

た「第２四半期業績予想と実績の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」

及び「平成 25 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」をご参照下さい。 
 

以 上 


